
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　陰陽両極間に隔膜が存在しない電解槽に、 塩酸添加原水を
通液し、該塩酸添加原水に浸漬した陰陽両極に通電し、上記塩酸添加原水を電解処理し、
電解処理液を採取することを特徴とする高い殺菌作用を有する電解処理液からなる殺菌剤
の製造方法。
【請求項２】
　 塩酸添加原水の通液、電解処理、及び電解処理液の採取が
、連続的に行われる請求項１に記載の高い殺菌作用を有する電解処理液からなる殺菌剤の
製造方法。
【請求項３】
　 塩酸添加原水を、塩酸モル濃度０．００１ｍｏｌ／ｌ以上
６．４ｍｏｌ／ｌ以下の塩酸を希釈して調製することを特徴とする請求項１又は請求項２
に記載の高い殺菌作用を有する電解処理液からなる殺菌剤の製造方法。
【請求項４】
　電解処理液の採取が、水で希釈後に行われる請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の
高い殺菌作用を有する電解処理液からなる殺菌剤の製造方法。
【請求項５】
　電解処理液の採取が、０．１ｐｐｍ以上の有効塩素濃度の範囲で行われる請求項１乃至
請求項４に記載の高い殺菌作用を有する電解処理液からなる殺菌剤の製造方法。

10

20

JP 3798486 B2 2006.7.19

塩化ナトリウムを含有しない

塩化ナトリウムを含有しない

塩化ナトリウムを含有しない



【請求項６】
　通電が、周波数０Ｈｚを超え５Ｈｚ以下の交番電流で行われる請求項１乃至請求項５の
いずれかに記載の高い殺菌作用を有する電解処理液からなる殺菌剤の製造方法。
【請求項７】
　通電が、 塩酸添加原水１ｍｌ当たり０．４ク－ロン以上６
．０ク－ロン以下の割合の電気量で行われる請求項１乃至請求項６のいずれかに記載の高
い殺菌作用を有する電解処理液からなる殺菌剤の製造方法。
【請求項８】
　 塩酸添加原水が、ｐＨ０．５以上３．０以下である請求項
１乃至請求項７のいずれかに記載の高い殺菌作用を有する電解処理液からなる殺菌剤の製
造方法。
【請求項９】
 　請求項１乃至請求項８のいずれかに記載の方法により製造された高い殺菌作用を有す
る電解処理液からなる殺菌剤。
【請求項１０】
　 原水に塩酸を添加して 塩酸添
加原水を調製し、請求項１乃至請求項８のいずれかに記載の方法を行うことにより電解処
理液を採取し、採取した電解処理液を殺菌処理原水として取得することを特徴とする原水
の殺菌処理方法。
【請求項１１】
　 原水の一部に塩酸を添加して
塩酸添加原水を調製し、請求項１乃至請求項８のいずれかに記載の方法を行うことにより
電解処理液を採取し、採取した電解処理液を原水に戻すことを特徴とする原水の殺菌処理
方法。
【請求項１２】
　隔膜で隔離されていない陰陽両極を配設した電解槽、該電解槽に

原水を通液する送水手段、該送水手段を介して通液する原水に塩酸を添加
する塩酸添加手段、及び電解槽から電解処理液を

排出する排出管路を具備することを特徴とする高い殺菌作用を有する電解処理液からなる
殺菌剤の製造装置。
【請求項１３】
　隔膜で隔離されていない陰陽両極を配設した電解槽、 塩酸
添加原水を貯留する塩酸添加原水貯留手段、該塩酸添加原水貯留手段より電解槽に

塩酸添加原水を通液する塩酸添加原水通液手段、及び電解槽から電
解処理液を排出する排出管路を具備することを特徴とする高い殺菌作用を有する電解処理
液からなる殺菌剤の製造装置。
【請求項１４】
　排出管路が、電解処理液に水を混合して希釈する電解処理液希釈手段を具備する請求項
１２又は請求項１３に記載の高い殺菌作用を有する電解処理液からなる殺菌剤の製造装置
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、塩酸添加原水を電気分解（以下、電解処理と記載することがある）することを
特徴とする高い殺菌作用を有する電解処理液からなる殺菌剤の製造方法、その製造装置、
及びその方法により製造された殺菌剤、並びに原水の殺菌処理方法に関する。
更に詳しくは、本発明は、陰陽両極間に隔膜が存在しない電解槽によって塩酸添加原水を
電解処理することにより、電解処理液を陽極水と陰極水とに分離することなく採取するこ
とを特徴とする、全電解処理液が高い殺菌効果を有する電解処理液からなる殺菌剤の製造
方法、その製造装置、及びその方法により製造される殺菌剤、並びにその方法を利用した
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原水の殺菌処理方法に関する。
本明細書において、百分率の表示は、特に断りのない限り、重量による値である。
【０００２】
【従来の技術】
従来、水を電気分解することにより酸性水又はアルカリイオン水を得る方法が知られてい
る。一般に、酸性水又はアルカリイオン水を得る目的で水の電気分解を行う場合、電解槽
が用いられる（綿抜邦彦ら監修、「新しい水の科学と利用技術」、２００～２０７頁、サ
イエンスフォ－ラム社、１９９２年）。従来の電解槽は、内部に陽極及び陰極からなる電
極を備えており、この陽極と陰極とを隔膜で隔離し、陽極室と陰極室の二室に区分した構
造を有しており、この電解槽に、食塩等の電解質を少量添加してその電気伝導度を増加さ
せた水を給水し、電極に直流電流を印加し、水の電気分解を行っていた。
【０００３】
従来の電解槽の作用を説明すれば、まず電気分解の対象となる水（以下、原水と記載する
。）が、ポンプ等により電解槽の陽極室と陰極室に送られて電気分解されるが、陽極室で
は原水が酸化作用を受け、水酸イオンの一部が酸素ガスとして除去されるため、陽極室か
ら排出される水は酸化還元電位が高く、かつ酸性を呈し、いわゆる酸性水となる。一方、
陰極室では原水が還元作用を受け、水素イオンの一部が水素ガスとして除去されるため、
陰極室から排出される水は酸化還元電位が低く、かつアルカリ性を呈し、いわゆるアルカ
リイオン水となる。酸性水は殺菌作用を有しており、食品産業、医療等の現場で器具、手
指等の殺菌洗浄に使用されており、アルカリイオン水は飲用として利用されている。
このように、近年、電解処理により殺菌効果を有する酸性水を製造し、これを一種の殺菌
剤として利用することが行われている。
一方、我々の日常生活、工場設備等において使用される種々の原水は、一般に、殺菌処理
を必要とすることが多く、より効果的な殺菌処理方法が常に待望されており、このために
前記従来の電解槽が用いられる場合があった。
例えば、工場等の冷却設備に設置するコンデンサ－と、これに付属するク－リングタワ－
の間には冷却水を循環させて熱交換を行っているが、このような冷却水には雑菌が繁殖し
やすく衛生上の問題となっていた。従って、冷却水の循環管路に電解槽を設置することに
より、雑菌の繁殖を防止することが試みられている（例えば、特開平５－８７４８９号公
報参照）。また、水洗トイレのシスタ－ンに電解槽を備えて便器に流す洗浄水を処理する
こと（例えば、特開平３－３３３３２号公報参照）、電解槽により電解処理した水を凍結
し、氷の状態にして利用すること（例えば、特開平７－２１８０６２号公報参照）も行わ
れている。更に、風呂、プ－ル等の貯水槽に電解槽を備え、貯留された水を殺菌処理する
技術も公知である（例えば、特開平７－２５６２６２号公報参照）。
【０００４】
前記従来の電解処理方法（以下、従来技術１と記載する）に関して、種々の改良技術が発
表されている。例えば、電解処理の際に、酸性水及びアルカリイオン水のうち、使用しな
い側の水を有効利用する技術が報告されている。また、陰極へのスケ－ル付着を軽減する
技術として次のような従来技術が知られている。即ち、電解槽の陰極室及び陽極室にアル
カリ中和剤及び酸性中和剤を切り替え自在に添加する手段を設け、生成する酸性水及びア
ルカリイオン水のうち、使用しない方を中和して他方に混和する技術、及び、電解槽の電
極の極性を適時逆転させ、陰極室及び陽極室の機能を逆転させて陰極へのスケ－ル付着を
防止する方法（特開平４－９９２９５号公報。従来技術２）等が知られている。
【０００５】
また、本発明者らは、同様の課題を解決するために、次のような技術を開発し、既に、特
許出願している。即ち、電解槽の陰極室内の原水に塩酸を添加して予め酸性にしておき、
陰極室で中性に近いアルカリイオン水を生成させ、これを原水にフィ－ドバックする技術
を完成している（特願平７－６３３８４号。従来技術３）。
更に、原水を濾過した後食塩を添加し、常法により電解処理してｐＨ１．５～３．３の酸
性水を得て、これを殺菌剤として使用する技術も知られている（特願平７－２７４９２１
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号。従来技術４）。
【０００６】
しかるに、前記従来技術１には、次のような問題点があった。
▲１▼原水に溶解しているカルシウム等が陰極の表面にスケ－ルとして付着し、電解処理
の効率を低下させるので、長時間の運転が困難となる。
▲２▼隔膜の両面が酸及びアルカリに晒され、かつ電気が流れるため隔膜の消耗が激しく
、ランニングコストが高価となる。
▲３▼酸性水のみを殺菌剤として取り出したい場合、アルカリイオン水を廃棄することに
なるため、アルカリイオン水に相当する水と電力が無駄になる。
【０００７】
これに対して、前記従来技術２では、上記▲１▼の問題点を軽減するために、電解槽の陰
陽両極の機能を適時逆転させる方法が採用されているが、この電極を逆転させるための装
置が余分に必要であるという欠点がある。また、上記▲３▼の問題点を軽減するために、
使用しないアルカリイオン水を酸で中和し、再利用する方法も考えられるが、この方法は
ｐＨのみを調整しただけなので、酸化還元電位等の他の特性が失われ、本来の効果が得ら
れない欠点がある。
また、前記従来技術３では、前記従来技術の問題点▲２▼、即ち、ランニングコストが高
価となる点を解決することができないという不都合があった。
更に、前記従来技術４では、酸性水（殺菌剤）と同時にアルカリイオン水が生成されるた
め、電力及び水の損失が大きく、また中性の原水から低ｐＨの酸性水を得るために大量の
電力を要し、総じてランニングコストが高価になる欠点があり、更に陰極のスケール付着
防止のために別途原水を濾過する設備を要する等、装置が複雑になる傾向があった。
また、従来の電解槽を用いて原水を殺菌処理する方法においても、従来の電解槽には上記
▲１▼～▲３▼の問題点が存在するため、結局、満足のできる殺菌処理方法は存在しなか
った。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
本発明者らは、前記従来技術に鑑みて、電気分解を応用した新しい殺菌剤の製造方法につ
いて鋭意研究を行った結果、塩酸添加原水を、陰陽両極間に隔膜が存在しない電解槽に通
液し、上記塩酸添加原水を電解処理することにより電解処理液の殺菌作用が飛躍的に向上
し、該電解処理後の電解処理液を高い殺菌作用を有する優れた殺菌剤として好適に使用し
得ることを見い出し、本発明を完成した。
【０００９】
本発明の目的は、従来技術の前記問題点を解決し、アルカリイオン水を廃棄する必要が全
くなく、即ち、原料となる塩酸添加原水の全量が高い殺菌作用を有する殺菌剤として得ら
れる新しい殺菌剤の製造方法を提供すること、電解槽の隔膜が不要であり、また装置の構
造が簡便であり、小規模の装置で大量の殺菌剤を得ることができる新しい殺菌剤の製造方
法を提供すること、スケ－ル付着の心配が無く長時間運転が可能であり、殺菌効果が高い
殺菌剤を容易に、かつ安価に製造できる製造方法を提供すること、にある。
また、本発明の他の目的は、前記殺菌効果が高い殺菌剤を容易に製造するための装置を提
供することにある。
更に、本発明の他の目的は、前記の方法により製造された高い殺菌作用を有する電解処理
液からなる殺菌剤を提供することにある。
更に、本発明の他の目的は、前記の方法を用いて原水を殺菌処理する方法を提供すること
にある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を解決するための本発明の第一の発明は、陰陽両極間に隔膜が存在しない電解
槽に、 塩酸添加原水を通液し、該塩酸添加原水に浸漬した陰
陽両極に通電し、上記塩酸添加原水を電解処理し、電解処理液を採取することを特徴とす
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る高い殺菌作用を有する電解処理液からなる殺菌剤の製造方法、であり、
塩酸添加原水の通液、電解処理、及び電解処理液の採取が、連続的に行われ

ること、 塩酸添加原水を、塩酸モル濃度０．００１ｍｏｌ／
ｌ以上６．４ｍｏｌ／ｌ以下の塩酸を希釈して調製すること、電解処理液の採取が、水で
希釈後に行われること、電解処理液の採取が、０．１ｐｐｍ以上の有効塩素濃度の範囲で
行われること、通電が、周波数０Ｈｚを超え５Ｈｚ以下の交番電流で行われること、通電
が、 塩酸添加原水１ｍｌ当たり０．４ク－ロン以上６．０ク
－ロン以下の割合の電気量で行われること、及び 塩酸添加原
水が、ｐＨ０．５以上３．０以下であること、をそれぞれ望ましい態様としてもいる。
【００１１】
　前記課題を解決するための本発明の第二の発明は、前記第一の発明により製造された殺
菌剤、である。
　前記課題を解決するための本発明の第三の発明は、 原水に
塩酸を添加して 塩酸添加原水を調製し、前記第一の発明の方
法を行うことにより電解処理液を採取し、採取した電解処理液を殺菌処理原水として取得
することを特徴とする原水の殺菌処理方法、である。また前記第三の発明は、

原水の一部に塩酸を添加して 塩酸添加原水
を調製し、前記第一の発明の方法を行うことにより電解処理液を採取し、採取した電解処
理液を原水に戻す態様をとることもできる。
　前記課題を解決するための本発明の第四の発明は、隔膜で隔離されていない陰陽両極を
配設した電解槽、該電解槽に 原水を通液する送水手段、該送
水手段を介して通液する原水に塩酸を添加

する塩酸添加手段、及び電解槽から電解処理液を排出する排出管路を具備することを特
徴とする高い殺菌作用を有する電解処理液からなる殺菌剤の製造装置、である。また、前
記本発明の第四の発明は、隔膜で隔離されていない陰陽両極を配設した電解槽、

塩酸添加原水を貯留する塩酸添加原水貯留手段、該塩酸添加原水貯留
手段より電解槽に 塩酸添加原水を通液する塩酸添加原水通液
手段、及び電解槽から電解処理液を排出する排出管路を具備することを特徴とする高い殺
菌作用を有する電解処理液からなる殺菌剤の製造装置、との態様を取ることも可能であり
、排出管路が、電解処理液に水を混合して希釈する電解処理液希釈手段を具備することを
望ましい態様としてもいる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
次に本発明について詳述するが、まず本発明の第一の発明である殺菌剤の製造方法につい
て説明する。
本発明の第一の発明において、塩酸添加原水は、塩酸を添加した水又は化学物質が溶解し
た水溶液に塩酸を添加したものとして定義されるものであるが、本発明の効果を最大限に
発揮するためには、比較的高濃度の塩酸を水に添加した塩酸添加原水を用いることが望ま
しい。換言すれば、塩化水素のみを含有する塩酸添加原水を用いることが望ましい。この
場合に、塩酸の濃度が高すぎる場合は、塩化水素ガスの発生により、刺激臭が感じられ、
またその影響で周囲の部材が腐食することがあるため、本発明を適用する場合には塩酸の
濃度は高すぎないほうが良い。実際に、食品添加物規格の塩酸（純正化学社製。３６．４
６％）を５００ｃｃビ－カ－に所定量とり、所定量の純水で徐々に希釈し、刺激臭の有無
を確認したが、塩酸モル濃度が９．５ｍｏｌ／ｌ、７．７ｍｏｌ／ｌ、７．０ｍｏｌ／ｌ
では、刺激臭が感じられたが、６．４ｍｏｌ／ｌでは刺激臭が感じられなくなり、濃度が
６．０ｍｏｌ／ｌより低い場合は刺激臭は皆無だった。従って、本発明においては、塩酸
添加原水を調製するための塩酸のモル濃度は、６．４ｍｏｌ／ｌ以下が望ましい。尚、後
記するように塩酸で調製した後の塩酸添加原水の塩酸モル濃度は、０．００１ｍｏｌ／ｌ
以上が望ましいため、原料となる塩酸のモル濃度も、当然、０．００１ｍｏｌ／ｌ以上が
望ましい。即ち、０．００１ｍｏｌ／ｌの塩酸は、特に希釈せずに塩酸添加原水として使

10

20

30

40

50

(5) JP 3798486 B2 2006.7.19

塩化ナトリウム
を含有しない

塩化ナトリウムを含有しない

塩化ナトリウムを含有しない
塩化ナトリウムを含有しない

塩化ナトリウムを含有しない
塩化ナトリウムを含有しない

塩化ナトリ
ウムを含有しない 塩化ナトリウムを含有しない

塩化ナトリウムを含有しない
して塩化ナトリウムを含有しない塩酸添加原水

と

塩化ナト
リウムを含有しない

塩化ナトリウムを含有しない



用すればよいからである。
塩酸添加原水は、原水ポンプにより原水タンクから原水供給管を通って隔膜が存在しない
電解槽に通液される。原水供給管には塩酸ポンプにより塩酸タンクから所定量の塩酸が混
合され、原水のｐＨが０．５～３．０、望ましくはｐＨ０．８～３．０、に調整され、塩
酸添加原水が調製され、隔膜が存在しない電解槽に通液される。尚、予め調製した塩酸添
加原水をそのまま通液してもよい。また、通液する手段は適宜選択することができる。
【００１３】
電解槽には、陰陽両電極が膜により隔離されることなく配設されており、陰陽両電極は塩
酸添加原水に浸漬され、通電され、塩酸添加原水が電解処理される。通電は、周波数が０
Ｈｚを超え５Ｈｚ以下、望ましくは０Ｈｚを超え２Ｈｚ以下、の交番電流又は直流電流を
、塩酸添加原水１ｍｌ当たり０．４～６．０クーロン、望ましくは０．８～３．０クーロ
ン、の割合で行われる。
電解処理液は、電解槽から電解処理液排出管を通って取り出され、そのまま又は水で希釈
して殺菌剤として使用することができる。
【００１４】
前記従来の技術において記載したとおり、通常の水を電気分解するための電解槽は、陽極
と陰極とを隔膜によって隔離する構造となっている。一般に、水の電気分解に限らず、電
解処理は溶液から種々の生成物を分離する目的で行われることが多く、このために通常は
隔膜がある電解槽を使用する。しかしながら、本発明では、塩酸添加原水の性質を転換さ
せる目的で電解処理を行うので、陽極で生成した液と陰極で生成した液とを分離する必要
がなく、隔膜が存在しない電解槽を使用し得るのである。
【００１５】
隔膜が存在しない電解槽において塩酸添加原水を電解処理することにより、電解処理液の
殺菌効果が顕著に向上する理由は、次のとおりであると推定される。電解処理を行うこと
により、陽極表面では塩素イオンが酸化されて次亜塩素酸に変化するのである。この結果
、高い殺菌作用を有する液体が発生する。
【００１６】
一方、陰極の表面では水素ガスが発生してｐＨが高くなるが、本発明の製造方法において
使用する電解槽では陽極室と陰極室の間に隔膜がないので、両方の水が混合し、ｐＨは塩
酸の一部が次亜塩素酸に変化したことによりやや上昇するが、結局、電解処理液には、陽
極で発生した殺菌作用がそのまま残存し、塩酸添加原水の全部が高い殺菌作用を有する電
解処理液になるものと推定される。
【００１７】
次に本発明の第一の発明の望ましい実施態様について説明する。
本発明の製造方法においては、連続的に電解処理を行うことも可能である。即ち、電解槽
に塩酸添加原水を連続的に通液し、連続的に電解処理し、電解処理液を連続的に取り出す
のである。これにより、大量の殺菌剤を製造することができる。
【００１８】
また、本発明の製造方法においては、電解処理液を水で希釈したうえで採取しても良い。
即ち、予めｐＨが低い塩酸添加原水を電解処理した後、電解処理液を水で希釈して所望の
濃度の殺菌剤を得ることができる。一般に、塩酸添加原水のｐＨが低い場合は、電解処理
する際の電気抵抗が減少し、より低電圧で電解処理することが可能であり、使用する電力
量を削減することができる。また、ｐＨが低い塩酸添加原水を少量だけ電解処理し、後に
希釈すれば、電解処理する液量が少量で済むため、小型の装置で大量の殺菌剤を得ること
が可能になる。
この場合、後記試験例に記載したように、希釈後の電解処理液の有効塩素濃度が０．１ｐ
ｐｍ未満になるまで希釈すると殺菌効果が減少する。従って、希釈は、希釈後の電解処理
液の有効塩素濃度が０．１ｐｐｍ以上の値となる範囲とすれば、殺菌効果の上で好ましい
。尚、一般に電解処理液の有効塩素濃度は、通電の際の電流値によって左右されるが、い
ずれにしても殺菌剤は有効塩素濃度が０．１ｐｐｍ以上の値となる範囲が望ましいのであ
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る。
また、ｐＨに着目すれば、希釈後の電解処理液のｐＨは７．０以下が好ましく、特にｐＨ
３．５以上６．５以下の範囲が望ましい。即ち、希釈後の電解処理液のｐＨがこのような
範囲であれば、液中に遊離な次亜塩素酸が比較的安定して存在できるためである。
【００１９】
また、本発明の製造方法においては、電解処理する際には、従来と同様に直流電流を通電
することもできる。ただし、この場合でも、本発明の電解槽は従来の電解槽と比較して陰
極表面へのスケ－ル付着が少ない利点がある。これは、本発明の電解槽には隔膜が存在し
ないため、陽極水と陰極水とが混合し、また、塩酸添加原水のｐＨが低いこともあって、
陰極表面のｐＨが高くなることが避けられるためである。
【００２０】
しかしながら、本発明の製造方法においては、電解処理の際に交番電流を通電するのが望
ましい。その理由は、本発明の製造方法において使用する電解槽には隔膜が存在しないた
め、陰陽両極は適宜逆転させることが可能であるが、交番電流を通電すれば定期的に陰陽
両極が逆転することになり、結果的に直流電流よりも陰極表面へのスケ－ル付着を効果的
に抑制することができるからである。
尚、交番電流とは周期的に陰陽両極が逆転する電流のことであり、電流の波形には特に制
約はないが、後記実施例に記載したように矩形波であれば、瞬時に陰陽両極が逆転するた
め好ましい。
【００２１】
本発明の製造方法において、通電する交番電流の周波数は、０Ｈｚを越え５Ｈｚ以下であ
ることが望ましい。その理由は、交番電流の周波数が高すぎる場合、電解処理しても反応
が無くなるためであり、後記試験例に記載したように、５Ｈｚ以下、特に、２Ｈｚ以下の
交番電流を用いることが望ましい。尚、「周波数が０Ｈｚを超え」との範囲には０Ｈｚは
含まれないが、周波数が０Ｈｚの交番電流は直流電流を意味している。
【００２２】
本発明の製造方法においては、塩酸添加原水１ｍｌあたり０．４ク－ロン以上６．０ク－
ロン以下の割合の電気量で電解処理する（以下、塩酸添加原水１ｍｌ当たりのクーロン数
の単位をｃ／ｍｌと記載することがある。）。
後記試験例に記載したように、塩酸添加原水１ｍｌあたり０．４ク－ロン以上の電気量で
電解処理した場合に、殺菌剤の殺菌効果が高まり、電気量が０．８ク－ロン以上であれば
、より強力な殺菌作用を有するものとなるため好ましい。
また、電気量が６．０ｃ／ｍｌを越えた場合には、電解処理の効果が必要以上に高くなり
、電力の無駄が多くなる。即ち、塩素ガス、水素ガス、酸素ガス等の気体の発生量が増加
するが、その割りには電解処理液自体の殺菌効果は向上せず、結局、電力を無駄に消費す
る傾向が強くなる。従って電気量は６．０ｃ／ｍｌ以下であることが望ましい。
【００２３】
本発明の製造方法においては、ｐＨ０．５以上３．０以下の塩酸添加原水を使用する。塩
酸添加原水のｐＨが３．０以下であれば、電解処理する際の電気抵抗が減少し、より低電
圧で電解処理できる利点がある。しかしながら、ｐＨが極端に低い場合は、電解処理時の
塩素、水素、酸素等のガスの発生量が増加する割りには電解処理液の殺菌効果は向上せず
、結局電力の無駄が多くなる。従って、塩酸添加原水のｐＨは、少なくとも０．５以上、
好ましくは０．８以上であることが望ましい。塩酸添加原水のｐＨは、特に電解処理の際
の効率等に影響するために重要である。
尚、塩酸添加原水の濃度に着目すれば、塩酸添加原水の塩酸モル濃度は、０．００１ｍｏ
ｌ／ｌ以上１ｍｏｌ／ｌ以下であることが望ましい。
また、本発明の方法を、家庭、工場、食堂等で行う場合は、濃度が高い塩酸から塩酸添加
原水を調製することが繁雑であるため、予め調製した塩酸添加原水を使用することが好ま
しい。この場合は、塩酸添加原水の塩酸モル濃度が０．０５ｍｏｌ／ｌ以上、０．２ｍｏ
ｌ／ｌ以下であれば、殺菌効果が確保できる範囲で電力のムダが少なく、また仮に直流電
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流を使用した場合でも陰極表面へのスケ－ル付着が少ないため、好適である。
【００２４】
本発明の第二の発明は、前記製造方法により製造される殺菌剤である。本発明の殺菌剤は
、塩酸添加原水を出発物質としているため、酸味以外に特に不快な異味、異臭を呈するこ
とがなく、また乾燥した後の残留物が無いという特徴を有する。従って、食品産業、薬品
産業等の分野において、配管、充填装置、容器等を殺菌する場合に使用するのが、特に好
適である。前記製造方法により製造される本発明の殺菌剤は、望ましくは水で希釈され、
希釈後のｐＨが７．０以下、特に望ましくはｐＨ３．５以上６．５以下の範囲に調節され
る。
本発明の第三の発明は、前記第一の発明の方法を利用して原水を殺菌処理する方法である
。
前記本発明の第一の発明は、原水の殺菌処理方法として利用することができる。本発明に
おいて、原水とは、具体的には水又は化学物質が溶解した水溶液、例えば全固形分３００
ｐｐｍ以下の水溶液又は懸濁液を意味しているが、また殺菌処理を必要とする液体又は殺
菌処理を行うことが望ましい液体ということもできる。
このような原水に塩酸を添加して塩酸添加原水を調整し、本発明の第一の発明の電解処理
を行えば、生成した電解処理液は、殺菌処理した原水とみなすことができる。また、原水
の一部に塩酸を添加することによって塩酸添加原水を調製し、同様に本発明の第一の発明
の電解処理を行って電解処理液を採取し、採取した電解処理液を原水に戻す態様であって
も良い。
本発明の第三の発明の方法は、従来技術のようにアルカリ水が生成することがなく、アル
カリ水を廃棄する必要がない。従って、前記第三の発明によれば、原水を全く廃棄せずに
殺菌処理を行うことができる。即ち、前記従来の電解槽による▲１▼～▲３▼の問題点を
解決した殺菌処理方法ということができるのである。
以上のように、本発明の第三の発明においては、アルカリ水を廃棄せずに殺菌処理できる
ため、極めて適用範囲が広く、種々の液体の殺菌処理に利用することができる。本発明の
第三の発明における原水としては、飲料用水、種々の廃水、ク－リングタワ－の冷却水、
氷の原料となる水、トイレの洗浄水、及び風呂、プ－ル、水槽、養魚場等の貯水が例示で
きるが、むろんこれらに限定されるものではない。尚、本発明の第三の発明の、具体的な
実施の態様については後記する。
【００２５】
本発明の第四の発明は、前記殺菌剤の製造装置であり、少なくとも、隔膜で隔離されてい
ない陰陽両極を配設した電解槽、該電解槽に原水を通液する送水手段、該送水手段を介し
て通液する原水に塩酸を添加する塩酸添加手段、及び電解槽から電解処理液を排出する排
出管路を備えている。
本発明の電解槽は、容器及び陰陽両電極を備えており、陰陽両電極を隔離する膜が存在し
ない。電解槽を構成する容器は、塩酸添加原水入口及び電解処理液排出口を有している。
容器の形状は矩形柱状、円筒状等、いかなるものでも良く、容器の材質は塩酸に対する耐
蝕性に優れているものが望ましく、ポリ塩化ビニル、ＦＲＰ、ポリエチレン等を例示でき
る。電極の形状は公知のもので良いが、電極の材質は、塩酸添加原水と反応した場合にも
化学的に安定していることが必要であり、材質としてはプラチナが最適である。尚、電解
槽の電解処理液排出口には、電解処理液を排出するための排出管路が接続される。
【００２６】
また、本発明の装置は、比較的高濃度の塩酸を原水により希釈し、塩酸添加原水を適宜調
製しながら電解槽に通液する構成を採用している。
原水は、送水手段によって電解槽に通液される。送水手段はどのようなものでも良いが、
水道管又は水道蛇口から分岐させた原水送水管を、送水ポンプを介して電解槽の塩酸添加
原水入口に連絡する態様が例示できる。この場合は、水道管から直接水道水を引き込むだ
けの簡単な構造であるため、設備費が安価である。また、後記の望ましい実施の態様のよ
うに、送水タンクの上流に原水タンクを配置し、この原水タンクに一時的に原水を貯留し

10

20

30

40

50

(8) JP 3798486 B2 2006.7.19



てから電解槽に通液する態様であっても良い。
【００２７】
また、本発明の装置は、送水手段を介して通液する原水、即ち、電解槽に到達する前の原
水に塩酸を添加する塩酸添加手段を備えている。塩酸添加手段は、どのような態様でも良
いが、例えば、塩酸が充填容器の形で市販されている場合には、その充填容器に直接ホ－
スを差し込み、そのホ－スの他端を塩酸供給管の一端に接続し、その塩酸供給管の他端を
原水送水管に連結する態様が例示できる。
【００２８】
塩酸供給管を原水送水管に接続する態様としては、塩酸供給管の末端を原水送水管に食い
込ませ、原水送水管の中心部で原水が流れる方向に屈曲させた後に開口するものが例示で
きる。このような塩酸供給管では、原水送水管の内部において、原水の流れの動圧によっ
て塩酸が吸引されることになり、エジェクタ－の機能により自動的に原水の流れに塩酸が
添加されることになる。尚、この場合には塩酸供給管には調節弁を設け、添加量を調節す
ることが望ましい。また、塩酸用定量ポンプによって塩酸を強制的に送液することも可能
である。
【００２９】
また、塩酸添加手段の例としては、前記した塩酸充填容器にホ－スを差し込む態様以外に
、予め塩酸を貯留する塩酸タンクを設けておき、塩酸タンクの出口から原水送水管までを
塩酸用定量ポンプを介して塩酸供給管により連絡する態様が例示できる。塩酸供給管と原
水送水管との合流場所は原水送水管のいかなる場所に設けても良く、塩酸用定量ポンプは
塩酸に対して耐蝕性に優れた材質であることが望ましい。尚、塩酸供給管と原水送水管と
の合流場所が、送水ポンプよりも上流側にある場合には、送水ポンプ自身も塩酸に対して
耐蝕性に優れた材質を用いることが望ましい。塩酸に対する耐蝕性に優れた材質としては
テフロン（商標名）、ポリ塩化ビニル、ポリエチレン等が例示できる。
【００３０】
次に本発明の装置の作用を説明する。まず、原水が送水手段によって電解槽に通液される
。原水が電解槽に到達する前に、比較的高濃度の塩酸が塩酸添加手段によって原水に添加
される。従って、電解槽には、ｐＨが調整された塩酸添加原水が通液されることになる。
電解槽では塩酸添加原水に浸漬した陰陽両極に通電することにより電解処理する。電解槽
に配設された排出管路から電解処理液が排出され、これを殺菌剤として得ることができる
。
また、本発明の装置の別な態様においては、前記送水手段及び塩酸添加手段に替えて、塩
酸添加原水貯留手段及び塩酸添加原水通液手段を備えており、より簡易な構造になってい
る。塩酸添加原水貯留手段は、予め調製した塩酸添加原水を一時的に貯留する手段であり
、簡単な容器を使用することができるが、塩酸により腐食されない材質であることが好ま
しい。塩酸添加原水通液手段は、塩酸添加原水貯留手段より電解槽に塩酸添加原水を通液
する手段であり、ポンプ、エジェクタ－等の装置が例示できる。
塩酸添加原水貯留手段は簡便な容器を使用しても良く、例えば、容器に直接ホ－スを差し
込み、そのホ－スの他端を電解槽に接続する態様等、総じて、前記塩酸添加手段の構造に
類似した構造をとることができる。
この様な態様においては、塩酸添加原水貯留手段及び塩酸添加原水通液手段によって、予
め調製した塩酸添加原水を電解槽に通液し、殺菌剤を得ることができる。
【００３１】
また、本発明の装置は、電解処理液に水を混合して希釈する電解処理液希釈手段を排出管
路に備えている。電解処理液希釈手段は、電解槽から排出される電解処理液に水が添加で
きるものであればいかなるものでも良く、例えば、電解処理液を、開放されたタンクに一
時的に貯留し、このタンクに電解処理液の流量及びｐＨに応じた流量で水を添加して混合
する態様が例示できる。採取される殺菌剤の殺菌効果を最大限に高めるためには、電解槽
から排出された電解処理液に可及的に早期に水を混合して希釈することが望ましい。また
、電解処理液は種々のガスを含んでいるため、密閉状態で希釈することが望ましい。
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尚、本発明の装置は原水の殺菌処理装置として利用することもできる。本発明の装置を原
水の殺菌処理装置として利用する場合には、排出管路を、原水が流れる管路等に接続し、
電解処理液を原水に混合して希釈しても良い。尚、前記排出管路が電解処理液希釈手段を
具備する場合においては、電解処理液に「水」を混合して希釈することになるが、この「
水」との用語の範囲には、原水も包含されるものとする。
【００３２】
本発明の装置の実施の態様として、図１に示す装置を例示できる。図１は、本発明の装置
の実施の一態様を示す図である。
図１において、原水タンク１に原水給水管１ａが接続されている。原水Ｗはフロ－トバル
ブ（図示せず）を通して供給されるため原水タンク１の水位は一定に保持される。原水タ
ンク１には原水送水管２が接続され、原水ポンプ３を介して電解槽５に接続されている。
更に、塩酸タンク９から塩酸用定量ポンプ４を介して原水送水管２に合流する塩酸供給管
１０が、原水ポンプ３の上流箇所１０ａで原水送水管２に接続されている。電解槽５には
殺菌剤を排出する電解処理液排出管８が接続されている。電解槽５の中は、陰陽両電極を
隔離する膜が存在せず、一の室になっており電極７が設置され、各々電源６に結線されて
いる。
【００３３】
次に、前記構成を備えた装置の作用について説明する。原水Ｗが原水ポンプ３によって原
水送水管２を通って電解槽５に通液される。比較的高濃度の塩酸Ａが塩酸用定量ポンプ４
によって塩酸供給管１０を通じて原水Ｗに注入される。このようにして電解槽に通液され
る原水Ｗは一定濃度の塩酸添加原水ＡＷとなる。次いで電解槽５内の電極７に通電して電
解処理を行うが、電解槽内では陰極で還元された液と陽極で酸化された液とが常時混合し
ているので、ｐＨは電解処理前の塩酸添加原水ＡＷとほぼ同じ値である。陽極での酸化反
応によって生成した塩素、次亜塩素酸、オゾン等は、電解処理液の酸性が強いこと等のた
めに比較的安定して遊離状態で存在する傾向が強い。従って、塩酸添加原水ＡＷは酸化作
用の強い電解処理液Ｅとなり、電解処理液排出管８からはｐＨが低く、かつ酸化作用の強
く、高い殺菌作用を有する殺菌剤として好適に使用し得る電解処理液Ｅが排出される。
【００３４】
また、本発明の装置の別な実施の態様として、例えば、図２に示す装置を例示できる。図
２は、本発明の装置の別な実施の態様を示す図である。図２の装置においては、構成要素
の大部分は、図１と同一の符号を付して示したように、図１に示した装置と共通しており
、詳細な説明は省略する。
図２の装置には、電解処理液の希釈手段が備えられている。電解処理液の希釈手段として
、原水タンク１に原水送水管２とは別に、希釈水送水管１２が設置されている。希釈水送
水管１２は、電解槽５からの電解処理液排出管８と合流点１２ａにおいて合流しており、
合流点１２ａの下流には、殺菌剤送液ポンプ１１が配設されている。また、希釈水送水管
１２には、流量調節弁１３が配設されている。他の構成要素は図１の装置と同様である。
【００３５】
図２の装置の作用を説明すると、電解槽５から排出された電解処理液Ｅが電解処理液排出
管８を流れるが、合流点１２ａにおいては、希釈水送水管１２を通じて送液された希釈水
と合流し、混合されて希釈される。希釈された電解処理液は処理液排出管８を流れるが、
合流点１２ａにおいては、希釈水送水管１２を通じて送液された希釈水と合流し、混合さ
れて希釈される。希釈された電解処理液は殺菌剤送液ポンプ１１により送液され殺菌剤Ｅ
ｄとして採取することができる。希釈水の流量は、流量調節弁１３により調節することが
できる。
尚、図２の実施態様においては、電解槽５から排出された電解処理液Ｅを直ちに希釈する
ことが可能であり、また、電解処理液Ｅを密閉状態で希釈できるため、電解処理液Ｅに含
有されるガスが抜けることがないという特有の効果がある。
また、本発明の装置の別な実施の態様として、例えば、図３に示す装置を例示できる。図
３は、本発明の装置の別な実施の態様を示す図である。図３の装置においては、構成要素
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の大部分は、図１と同一の符号を付して示したように、図１に示した装置と共通しており
、詳細な説明は省略する。
図３の装置には、塩酸添加原水貯留手段１４を備えており、この塩酸添加原水貯留手段１
４は塩酸添加原水管１５により電解槽５に接続されている。電解槽５には殺菌剤を排出す
る電解処理液排出管８が接続されているが、電解処理液排出管８は、オリフィス１６を介
してエジェクタ－１９に接続されており、また、エジェクタ－１９には希釈水送水管１２
が接続している。希釈水送水管１２は定流量弁１６を備えており、希釈水源１７に接続し
ている。他の構成要素は図１の装置と同様である。
図３の装置の作用を説明すると、塩酸添加原水貯留手段１４には、予め調製された塩酸添
加原水ＡＷが貯留されている。希釈水が希釈水源１７より希釈水送水管１２を通じてエジ
ェクタ－１９に流れるが（矢印Ｙ方向）、その流量は定流量弁１８により一定に制御され
る。エジェクタ－１９が電解処理液排出管８を吸引するため、塩酸添加原水貯留手段１４
に貯留された塩酸添加原水ＡＷが塩酸添加原水管１５を流れ（矢印Ｘ１方向）、電解槽５
に通液される。電解槽５から排出された電解処理液Ｅが電解処理液排出管８を流れエジェ
クタ－１９に達し（矢印Ｘ２方向）、希釈水源１７からの希釈水と混合されて希釈される
。希釈された電解処理液は殺菌剤Ｅｄとして採取することができる。希釈水の流量に対す
る電解処理液の流量の比率は、予め電解処理液排出管８に設置されたオリフィス１６によ
り調節される。
図３の装置においては、エジェクタ－１９の作用が塩酸添加原水通液手段の作用を兼ねて
いることになり、構造が簡便である。
次に、図３の装置を利用する態様について説明する。図３の装置により製造した殺菌剤は
、例えば水洗トイレの洗浄水に添加することができる。一般に水洗トイレの便器は雑菌に
より汚染されやすく、しかも雑菌に由来する汚れが付着することがある。このような場合
に電解槽を用いることは公知であるが、従来の電解槽には前記▲１▼～▲３▼の問題点が
あるため、図３の装置を適用することにより、より望ましい水洗トイレとすることができ
る。
図４は、図３の装置を利用した水洗トイレを示す図である。図４において、図３と共通す
る構成要素には、図３と同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
図４において、便器２５には洗浄水送水管２４が接続されており、洗浄水送水管２４はシ
スタ－ン２３に接続されている。シスタ－ン２３には洗浄水が貯留されている。
シスタ－ン２３にはフロ－トバルブ２１が備えられており、フロ－トバルブ２１には洗浄
水送水管１２ａが接続され、洗浄水送水管１２ａの末端は、洗浄水給水源１７ａに接続さ
れている。この洗浄水送水管１２ａに、図３の殺菌剤の製造装置２０が備えられている。
図４の装置の作用を説明すると、洗浄水送水管２４から便器２５に洗浄水が流されると、
シスタ－ン２３の水位が下がる。フロ－トバルブ２１のフロ－ト２２の位置が下がり、フ
ロ－トバルブ２１が開栓され、洗浄水Ｗ０が洗浄水給水源１７ａから洗浄水送水管１２ａ
を介してシスタ－ン２３に送水される。洗浄水Ｗ０はシスタ－ンの水位が回復するまで送
水される。
この際、殺菌剤の製造装置２０が作動して殺菌剤を製造し、殺菌剤はエジェクタ－１９を
介して洗浄水Ｗ０に混入される。これによって、シスタ－ン２３、洗浄水送水管２４、及
び便器２５には、殺菌された洗浄水が流れる。尚、殺菌剤の製造装置２０の作動は、フロ
－トバルブ２１と連動させる等、種々自動化することもできる。また、前記エジェクタ－
１９に替えてポンプを使用しても良い。
図４の装置では、従来の電解槽のように、前記▲１▼～▲３▼の問題点が存在しないため
、製造した殺菌剤を好適に利用することができる。特に図４の装置では、シスタ－ンが存
在しないタイプの水洗トイレであっても対応できる利点がある。
尚、最近流行している、便器にシャワ－が付属しており、このシャワ－により排便後の肛
門を洗浄できるタイプの水洗トイレにおいては、本発明の装置により製造した殺菌剤を、
シャワ－用の水として利用すれば極めて衛生的である。この場合は、シャワ－の作動と本
発明の装置とが連動するように自動化すれば良い。
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次に、本発明の第三の発明である殺菌処理方法の実施の態様について説明する。説明の便
宜上、殺菌処理を行う装置を例示し、この装置を説明することにより殺菌処理方法の説明
に替えるものとする。
本発明の殺菌処理方法は、例えば、図５に示す装置を使用することにより実施することが
できる。図５は、本発明の殺菌処理方法を実施するための殺菌処理装置の一例を示す図で
ある。図５の装置は、前記図１乃至図３の装置の構成要素の一部を変更したものであり、
構成要素の大部分は、図１乃至図３と同一の符号を付して示したように、図１乃至図３に
示した装置と共通しており、詳細な説明は省略する。
図５において、原水送水管２の一端が原水供給源１７ｂに接続されている。原水送水管２
は、原水送水管２ａと原水送水管２ｂに分岐しており、原水送水管２ｂには、殺菌処理装
置３０が備えられている。この殺菌処理装置３０は図２に示した装置を応用したものであ
る。原水送水管２ａには流量調節弁３２が、また原水送水管２ｂには流量調節弁３１が備
えられている。電解処理液排出管８は原水送水管２ａと合流して原水送水管２ｃとなる。
図５の装置の作用を説明すると、原水送水管２には、図示しないポンプによって原水供給
源１７ｂから原水Ｗ１が流れ（矢印Ｙ方向）、原水送水管２ａ及び原水送水管２ｂに各々
分岐して流れる（各々矢印Ｙ１方向及び矢印Ｙ２方向）。これらの流量比は、流量調節弁
３１及び３２によって調節される。原水送水管２ｂを流れる原水には、比較的高濃度の塩
酸Ａが塩酸供給管１０を通じて注入される。次いで、電解槽に通液され、電解処理されて
電解処理液排出管８から排出される（矢印Ｘ２方向）。電解処理液は、原水送水管２ａを
流れる原水に合流して原水送水管２ｃを流れる（矢印Ｙ３方向）。これによって、原水Ｗ
１は殺菌処理される。
図５の装置によれば、従来の電解槽のように、アルカリ水が生成することがなく、アルカ
リ水を廃棄する必要がない。また、原水送水管２ｂによって原水Ｗ１の一部を採取し、こ
れを塩酸添加原水ＡＷとして調製するため、殺菌処理後に原水Ｗ１の流量が大幅に増加す
ることがない。
次に、図５の装置を利用する態様を説明すると、まず、飲料用水を殺菌処理して飲料水に
変換する操作が例示できる。この場合は、図５における「原水供給源１７ｂ」を飲料用水
の供給源とする。即ち、飲料用水の供給源１７ｂから流れる飲料用水は、図５の装置によ
って殺菌処理され、飲用に好適な水となり、上水道等に供給される。
また、図５の装置の別な利用形態として、工場、家庭等で排出される廃水の殺菌処理が例
示できる。この場合は、図５における「原水供給源１７ｂ」を廃水の排出源とする。即ち
、廃水の排出源１７ｂから排出される廃水を、図５の装置により殺菌処理すれば、河川、
下水等に流す際に、病原菌等による環境汚染を防ぐことができる。
更に、図５の装置の別な利用形態として、図５の装置によって殺菌処理した水を凍結し、
衛生的な氷を得る操作を例示できる。一般に、新鮮な魚介類を輸送する際には、鮮度を維
持するために氷詰めにすることが多いが、このために使用する氷は衛生的なものが望まし
い。図５の装置によって殺菌処理した水から氷を製造すれば、殺菌作用を保持しているた
め、衛生的であり、好適である。
更に、図５の装置の別な利用形態を説明すると、図６に示すようなク－リングタワ－冷却
水の殺菌処理が例示できる。図６は、図５の殺菌処理装置をク－リングタワ－冷却水の循
環管路に備えた一例を示す図である。図６において、ク－リングタワ－３３と冷却設備の
コンデンサ－３４とは、循環管路３７により接続されている。循環管路３７にはポンプ３
５が設置されている。
また循環管路３７には、前記図５の殺菌処理装置３０が設置されている。更に、循環管路
３７には塩素濃度計３６が備えられ、塩素濃度計３６の出力線３６ａはコントロ－ラ－３
８に結線されている。コントロ－ラ－３８の出力線４ａは殺菌処理装置３０の塩酸用定量
ポンプ４に、また出力線６ａは電源６に結線されている。
図６の装置の作用を説明すると、ポンプ３５によって冷却水が循環管路３７を循環するが
（矢印Ｙ方向）、冷却水の塩素濃度は塩素濃度計３６によって計測されている。計測され
た塩素濃度の値は、出力線３６ａを介してコントロ－ラ－３８に送信され、これに基づい
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てコントロ－ラ－３８が最適な殺菌条件を算出し、出力線４ａ及び６ａを介して塩酸用定
量ポンプ４及び電源６を各々制御し、冷却水を殺菌することにより、雑菌が繁殖すること
を防止する。図６の態様においては、冷却水のｐＨ又は有効塩素濃度を制御できる点、従
って各機器の腐食が抑制できる点が、従来の電解槽を用いることに比べた有利な効果であ
る。
更に、図５の装置の別な利用形態を説明すると、図７に示すような貯水槽の殺菌処理が例
示できる。図７は、図５の殺菌処理装置を貯水槽に備えた一例を示す図である。図７にお
いては、構成要素の大部分は、図６と同一の符号を付して示したように、図６に示した装
置と共通しており、詳細な説明は省略する。
図７において、貯水槽３９には循環管路３７が備えられており、循環管路３７には、ポン
プ３５、図５の殺菌処理装置３０、及び塩素濃度計３６が備えられている。
図７の作用を説明すると、貯水槽３９内の原水Ｗ２は、ポンプ３５によって循環管路３７
を矢印Ｙ方向に循環する。原水Ｗ２の塩素濃度は塩素濃度計３６によって計測され、図６
と同様に殺菌処理装置３０により殺菌処理される。即ち、貯水槽３９内の原水Ｗ２を殺菌
処理することができ、雑菌の繁殖状態を自由に制御することができる。この場合に、貯水
槽３９内の有効塩素濃度が最適値になるようにコントロ－ラ－３８により制御しても良い
。
尚、図７の貯水槽３９としては、風呂、プ－ル、水槽、養魚用池等が例示できる。風呂に
利用する場合は、循環管路３７に濾過装置、加熱装置を設置すると好適であり、プ－ルに
利用した場合は、水に塩素を直接吹き込む方法、水に次亜塩素酸ソ－ダを注入する方法に
比して、殺菌力が強い点、設備が簡易である点、塩素ガスの取り扱いを要しない点で、有
利な効果を有している。
以上に例示した全ての例において、従来の電解槽が有する前記▲１▼～▲３▼の問題点が
全て解決されていることは明らかであり、本発明が極めて有効であることが理解できる。
尚、従来の電解槽においては、原水に塩化ナトリウム等の塩類を混入して電解処理を行い
、電解効率を上げることが多かったが、本発明では、塩類を含有しない塩酸添加原水であ
っても効率良く電解処理することができる。このように塩類を含有しない塩酸添加原水を
使用した場合は、電解処理液を使用する際に塩類が固形物として析出することがないとい
う利点がある。即ち、図６においてはクーリングタワー３３内に塩類が付着することがな
く、図７においては貯水槽３９の壁面に塩類が付着することがない。このように、塩類を
含有しない塩類添加原水を使用した場合には、本発明は、従来よりもはるかに有利な効果
を奏するのである。
【００３６】
次に試験例を示して本発明を詳述する。
試験例１
この試験は、矩形波交番電源により電解処理した場合の周波数と殺菌効果との関係を調べ
るために行った。
１）試料の調製
原水の流量を１分当たり９００ｍｌの割合に調整したこと、原水ポンプ３及び塩酸用定量
ポンプ４の回転数を調節して塩酸添加原水のｐＨを２．４に調整したこと、並びに通電す
る交番電流を１４Ａで、周波数を０．５Ｈｚから１０Ｈｚまで段階的に変化させたことを
除き、後記する実施例３の装置を使用し、後記する実施例４と同様の方法により殺菌剤の
試料を製造した。
【００３７】
２）試験方法
各条件において製造した殺菌剤の殺菌効果を次の方法により試験した。各殺菌剤試料９９
ｍｌに、大腸菌［東京大学医科学研究所（ＩＩＤ）Ｏ１１１株。以下同じ］を滅菌普通ブ
イヨン培地（栄研化学社製）５０ｍｌに１白金耳接種し、３７℃で２０時間培養した培養
液（菌数１１×１０ 8  ／ｍｌ。）１ｍｌを添加し、均一に混合し、室温で２分間放置し、
混合液中の菌数（Ｎ）を常法（津郷友吉ら編、「乳業ハンドブッック」、第５１３～５１
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４頁、株式会社朝倉書店、１９７３年）により測定した。また、殺菌剤試料の代わりに、
滅菌生理食塩水を使用して同様に試験した対照の菌数（Ｎ 0  ）も測定した。
前記対照の菌数に対する殺菌剤試料の菌数の比（Ｎ 0  ／Ｎ）を算出し、その比を対数値で
表現し、殺菌効果を試験した。
【００３８】
３）試験結果
この結果は表１に示すとおりである。表１から明らかなとおり、周波数が５Ｈｚ以下の試
料で殺菌効果が認められ、周波数が２Ｈｚ以下の試料では極めて高い殺菌効果が認められ
た。この結果、本発明においては、交番電流の周波数は５Ｈｚ以下、より好ましくは２Ｈ
ｚ以下であることが判明した。尚、本発明に係る殺菌剤について、他の装置及び他の製造
方法についても同様に試験を行ったが、ほぼ同様の結果が得られた。
【００３９】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４０】
試験例２
この試験は、直流電源により電解処理した場合の電解電気量と殺菌効果との関係を調べる
ために行った。
１）試料の調製
原水の流量を１分当たり９００ｍｌの割合に調整したこと、原水ポンプ３及び塩酸用定量
ポンプ４の回転数を調節して塩酸添加原水のｐＨを２．６に調整したこと、並びに通電す
る電流を直流電流として電解電気量を、表２に示すとおり０．２７ｃ／ｍｌから１．３ｃ
／ｍｌまで段階的に変化させたことを除き、後記する実施例４と同様の方法により殺菌剤
の試料を製造した。
【００４１】
２）試験方法
各殺菌剤試料の殺菌効果を試験例１と同一の方法により試験した。
【００４２】
３）試験結果
この結果は表２に示すとおりである。表２から明らかなとおり、電解電気量が０．４ｃ／
ｍｌ以上の試料で殺菌効果が認められ、０．８ｃ／ｍｌ以上の試料では極めて高い殺菌効
果が認められた。この結果から、本発明の電解処理においては、電解電気量の値が０．４
ｃ／ｍｌ以上、より好ましくは０．８ｃ／ｍｌ以上であることが判明した。尚、本発明に
係る殺菌剤について、他の装置及び他の製造方法についても同様に試験を行ったが、ほぼ
同様の結果が得られた。
【００４３】
【表２】
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【００４４】
試験例３
この試験は、殺菌剤の有効塩素濃度と殺菌効果との関係を調べるために行った。
１）試料の調製
原水の流量を１分当たり４７０ｍｌの割合に調整したこと、通電する電流を直流電流とし
て電解電気量を段階的に変化させて、有効塩素濃度を変化させたことを除き、後記する実
施例４と同一の方法により殺菌剤の試料を製造した。
得られた試料を適量希釈し、有効塩素濃度をヨウ素法（日本薬学会編、「衛生試験法・注
解」、第１０６６頁、金原出版株式会社、１９９０年）により定量して、有効塩素濃度が
０．０５ｐｐｍから６．４ｐｐｍまで段階的に変化した一群の試料を得た。なお、各試料
のｐＨは、約５に揃えた。
【００４５】
２）試験方法
各殺菌剤試料の殺菌効果を試験例１と同一の方法により試験した。
【００４６】
３）試験結果
この結果は表３に示すとおりである。表３から明らかなとおり、有効塩素濃度が０．１ｐ
ｐｍ未満の試料では殺菌効果が低減している。この結果、本発明の製造方法においては、
殺菌剤は有効塩素濃度が０．１ｐｐｍ以上である状態で使用することが望ましいことが判
明した。尚、本発明に係る殺菌剤について、他の装置及び他の製造方法についても同様に
試験を行ったが、ほぼ同様の結果が得られた。
【００４７】
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４８】
【実施例】
次に、実施例を示して本発明を詳述するが、本発明は以下の実施例によって何ら限定され
るものではない。
実施例１
本発明の製造装置の一実施例を図１に示す。図１に示した装置は、次の各機器により構成
されている。図１において、各構成要素及びその作用は、前記の如く、その実施の態様と
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して説明したとおりである。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４９】
実施例２
この実施例は、前記実施例１の製造装置を使用した殺菌剤の製造方法の一例であり、その
内容を図１に基づいて説明する。
まず、予備的に次のとおり装置を作動させた。原水（井水）を貯留した原水タンク１から
原水ポンプ３により電解槽５に１時間当たり１０００ｌの割合で原水を供給し、食品添加
物規格の塩酸（純正化学社製。３６．４６％）を貯留した塩酸タンク９から塩酸用定量ポ
ンプ４により連続的に原水に添加し、塩酸添加原水を試験的に調製し、調製した塩酸添加
原水を採取し、ｐＨを測定し、塩酸用定量ポンプ４の回転数を調節し、塩酸添加原水のｐ
Ｈを２．５に調整した。
【００５０】
次に、前記予備試験により設定された条件に基づいて原水を貯留した原水タンク１から原
水ポンプ３により電解槽５に１時間当たり１０００ｌの割合で原水を供給し、食品添加物
規格の塩酸（純正化学社製。３６．４６％）を貯留した塩酸タンク９から塩酸用定量ポン
プ４により連続的に原水に添加し、ｐＨ２．５の塩酸添加原水を調製し、電解槽５に連続
的に通液し、塩酸添加原水に浸漬した電極７に周波数２Ｈｚの交番電流を、塩酸添加原水
１ｍｌ当たり０．８クーロンの割合で通電し、塩酸添加原水を電解処理し、電解処理液排
出管８から電解処理液を採取し、ｐＨ２．５及び酸化還元電位１１３０ｍＶの殺菌剤を１
時間当たり約１０００ｌの割合で連続的に得た。
得られた殺菌剤を試験例１と同一の方法により試験した結果、ｌｏｇ（Ｎ 0  ／Ｎ）は７．
０以上であり、顕著な殺菌効果が認められた。
【００５１】
実施例３
本発明の製造装置の別な実施例について説明する。各構成要素の態様は、前記実施例１と
同一であり（各構成要素には図１と共通の符号を付して図示を省略する）、本実施例の装
置は、次の各機器を具えている。
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以上の機器の他は、前記実施例１と共通のものを使用した。
【００５２】
実施例４
この実施例は、前記実施例３の装置を使用した殺菌剤の製造方法の一例であり、その内容
を図１に基づいて説明する。
まず、予備的に次のとおり装置を作動させた。原水（井水）を貯留した原水タンク１から
原水ポンプ３により電解槽５に１時間当たり１３０ｌの割合で原水を供給し、試薬１級の
塩酸（関東化学社製）を貯留した塩酸タンク９から塩酸用定量ポンプ４により連続的に原
水に添加し、塩酸添加原水を試験的に調製し、調製した塩酸添加原水を採取し、ｐＨを測
定し、塩酸用定量ポンプ４の回転数を調節し、塩酸添加原水のｐＨを１．４５に調整した
。
【００５３】
次に、前記予備試験により設定された条件に基づいて原水を貯留した原水タンク１から原
水ポンプ３により電解槽５に１時間当たり１３０ｌの割合で原水を供給し、試薬１級の塩
酸（関東化学社製）を貯留した塩酸タンク９から塩酸用定量ポンプ４により連続的に原水
に添加し、ｐＨ１．４５の塩酸添加原水を調製し、電解槽５に連続的に通液し、塩酸添加
原水に浸漬した電極７に直流電流を、電流値２１Ａ、電圧６．３Ｖで通電し、塩酸添加原
水を電解処理し、電解処理液排出管８から電解処理液を採取し、ｐＨ１．４５及び酸化還
元電位１１７０ｍＶの殺菌剤を得た。
また、得られた殺菌剤を井水で１０倍に希釈し、ｐＨ２．５５、酸化還元電位１１３５ｍ
Ｖの殺菌水を得た。
得られた殺菌剤及び殺菌水を試験例１と同一の方法により試験した結果、両者ともｌｏｇ
（Ｎ 0  ／Ｎ）が７．０以上であり、共に顕著な殺菌効果が認められた。
また、この実施例４で得られた殺菌剤を井水で２０倍に希釈し、ｐＨ５．１の殺菌水を得
た。この殺菌水の有効塩素濃度は３．０ｐｐｍであった。この２０倍に希釈した殺菌水を
試験例１と同一の方法により試験した結果、ｌｏｇ（Ｎ 0  ／Ｎ）が７．０以上であり、顕
著な殺菌効果が認められた。
更に、前記１０倍に希釈した殺菌水と２０倍に希釈した殺菌水とを各々容器に入れ、室温
で遮光した状態で３日間保存した後、各々の殺菌効果を試験例１と同一の方法により試験
した結果、ｌｏｇ（Ｎ 0  ／Ｎ）は、１０倍に希釈したものは５．３であり、２０倍に希釈
したものは７．０以上であった。従って、希釈後のｐＨが５．１である方が、殺菌効果を
より長く維持できることが判明した。
更に、希釈の度合を変更し、種々のｐＨの殺菌水について、同様の実験を行ったところ、
希釈後のｐＨが７．０以下であれば、殺菌効果の経時劣化が少なく、特にｐＨが３．５以
上６．５以下の範囲が好ましいことが判明した。
【００５４】
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実施例５
本発明の装置の別な実施例について説明する。本発明の装置の別な実施例を図２に示す。
図２の装置の各構成要素の態様は、図１と共通の符号を付して示したように、前記図１と
同一であり、その詳細な説明を省略する。
図２に示した装置の各機器は、基本的には、前記実施例３と同一の機器を使用しており、
更に、次の機器を追加している。
殺菌剤送液ポンプ１１・・・イワキ社製遠心ポンプ、ＭＤ－３０Ｒ
流量調節弁１３・・・・・・ト－ワテクノ社製、手動式
図２において、各構成要素及びその作用は、前記の如く、その実施の態様として説明した
とおりである。
尚、殺菌剤送液ポンプ１１として遠心ポンプを使用しているため、電解処理水と希釈水と
を混合後に攪拌することができる。
【００５５】
実施例６
この実施例は、前記実施例５の装置を使用した殺菌剤の製造方法の一例であり、その内容
を図２に基づいて説明する。
まず、予備的に次のとおり装置を作動させた。原水（井水）を貯留した原水タンク１から
原水ポンプ３により電解槽５に１時間当たり１３０ｌの割合で原水を供給し、前記実施例
４と同様の手順により、塩酸添加原水のｐＨを１．４５に調整した。
【００５６】
次に、前記実施例４と同様の手順により、ｐＨ１．４５の塩酸添加原水を調製して電解槽
５に連続的に通液し、塩酸添加原水を電解処理した。
更に、遠心ポンプ１１を作動させて流量調節弁１３を調節し、１時間あたり１１７０ｌの
希釈水を原水タンク１から合流点１２ａに送液し、電解処理液排出管８から排出される電
解処理液と混合して希釈した。希釈水と電解処理液との流量比率は９対１である。そして
、ｐＨ２．５５、酸化還元電位１１３５ｍＶの殺菌剤を得た。
得られた殺菌剤を試験例１と同一の方法により試験した結果、ｌｏｇ（Ｎ 0  ／Ｎ）が７．
０以上であり、顕著な殺菌効果が認められた。
【００５７】
実施例７
本発明の装置の別な実施例について説明する。本発明の装置の別な実施例を図３に示す。
図３の装置の各構成要素及びその作用は、前記の如く、その実施の態様として説明したと
おりである。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
図３に示した装置は、希釈水源１７が家庭の水道蛇口に接続するだけであるため、構造が
簡便であり、主に一般家庭、工場、食堂等で使用する場合に好適である。また、回転ポン
プ等の稼動部分が全くなく、安価で保守点検性が良いという利点があり、小型軽量である
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ため運搬が楽である。
【００５８】
実施例８
この実施例は、前記実施例７の製造装置を使用した殺菌剤の製造方法の一例であり、その
内容を図３に基づいて説明する。
食品添加物規格の塩酸（純正化学社製。３６．４６％）を蒸留水で希釈し、０．１ｍｏｌ
／ｌの塩酸添加原水を調製し、容器１４に貯留した。
希釈水源１７である水道蛇口を開き、エジェクタ－１９に希釈水を流し、定流量弁１８に
よって流量を調節し、エジェクタ－１９出口流量を２．５ｌ／ｍｉｎに調節した。このと
き、塩酸添加原水管１５、電解槽５、電解処理液排出管８を介して流れる塩酸添加原水及
び電解処理液の流量は、５０ｍｌ／ｍｉｎであった。
電解槽５の電極７に１．５Ａの直流電流を通電し、塩酸添加原水を電解処理したところ、
ｐＨ３．４の殺菌剤を、２．５ｌ／ｍｉｎの能力で連続的に得ることができた。
得られた殺菌剤を試験例１と同一の方法により試験した結果、顕著な殺菌効果が認められ
た。
実施例８において調製した０．１ｍｏｌ／ｌの塩酸添加原水は、取り扱いの安全性が高く
、家庭において使用しても安全である。
【００５９】
【発明の効果】
以上詳記したとおり、本発明は、陰陽両極間に隔膜が存在しない電解槽に、塩酸添加原水
を通液し、塩酸添加原水に浸漬した陰陽両極に通電し、上記塩酸添加原水を電解処理し、
電解処理液を採取することを特徴とする高い殺菌作用を有する電解処理液からなる殺菌剤
の製造方法、その製造装置及びその方法により製造された殺菌剤に係るものであり、本発
明により奏せられる効果は次のとおりである。
１）本発明の製造方法又は装置によれば、供給した塩酸添加原水の全量を殺菌剤として利
用することができるので、陰極から生成するアルカリイオン水を廃棄する必要がなく、電
力及び水の使用量が低減される。
２）本発明の製造方法又は装置によれば、電解槽に隔膜を使用しないので、電解槽及び付
帯設備が簡単な構造となり、隔膜の保守管理費が軽減される。
３）本発明の製造方法又は装置によれば、低いｐＨの塩酸添加原水を電解処理した後に希
釈すれば良いため、電解処理する量が少量で良く、この点でも電解槽及び付帯設備の小型
化、低価格化、及び消費電力の低減が可能である。
４）本発明の製造方法又は装置によれば、電極へのスケ－ル付着が防止できるので、長時
間運転が可能であり、製造費が安価になる。
５）本発明の殺菌剤は、高い殺菌作用を有する電解処理液からなり、殺菌効果が高く、食
品の製造器具・設備、医薬品の製造器具・設備、医療器具、医療関係者の手指の消毒等に
効果的に使用できる。
６）本発明の殺菌処理方法は、極めて広範囲の原水に適用することができ、生産活動、サ
－ビス活動、日常生活等の様々な分野で応用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の装置の一実施例を示す図である。
【図２】本発明の装置の別な実施例を示す図である。
【図３】本発明の装置の別な実施例を示す図である。
【図４】図３の装置を利用した水洗トイレを示す図である。
【図５】本発明の殺菌処理方法を実施するための殺菌処理装置の一例を示す図である。
【図６】図５の殺菌処理装置をク－リングタワ－冷却水の循環管路に備えた一例を示す図
である。
【図７】図５の殺菌処理装置を貯水槽に備えた一例を示す図である。
【符号の説明】
１　　原水タンク
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１ａ　原水給水管
２　　原水送水管
３　　原水ポンプ
４　　塩酸用定量ポンプ
５　　電解槽
６　　電源
７　　電極
８　　電解処理液排出管
９　　塩酸タンク
１０　　塩酸供給管
１１　　殺菌剤送液ポンプ
１２　　希釈水送水管
１２ａ　合流点
１３　　流量調節弁
１４　　容器
１５　　塩酸添加原水管
１６　　オリフィス
１７　　希釈水源
１８　　定流量弁
１９　　エジェクタ－
２０　　殺菌剤の製造装置
２１　　フロ－トバルブ
２２　　フロ－ト
２３　　シスタ－ン
２４　　洗浄水送水管
２５　　便器
３０　　殺菌処理装置
３１　　流量調節弁
３２　　流量調節弁
３３　　ク－リングタワ－
３４　　コンデンサ－
３５　　ポンプ
３６　　塩素濃度計
３７　　循環管路
３８　　コントロ－ラ－
３９　　貯水槽
Ａ　　塩酸
Ｗ　　原水
ＡＷ　塩酸添加原水
Ｅ　　電解処理液
Ｅｄ　殺菌剤
Ｗ０　洗浄水
Ｗ１　原水
Ｗ２　原水
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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